
salon de みずき　運営規程　別紙料金表

通所介護費（地域密着型）

10割 1割負担分 2割負担分 3割負担分 10割 1割負担分 2割負担分 3割負担分

要介護１ 1日につき 415 ¥4,448 ¥445 ¥890 ¥1,335 435 ¥4,663 ¥467 ¥933 ¥1,399

要介護２ 1日につき 476 ¥5,102 ¥511 ¥1,021 ¥1,531 499 ¥5,349 ¥535 ¥1,070 ¥1,605

要介護３ 1日につき 538 ¥5,767 ¥577 ¥1,154 ¥1,731 564 ¥6,046 ¥605 ¥1,210 ¥1,814

要介護４ 1日につき 598 ¥6,410 ¥641 ¥1,282 ¥1,923 627 ¥6,721 ¥673 ¥1,345 ¥2,017

要介護５ 1日につき 661 ¥7,085 ¥709 ¥1,417 ¥2,126 693 ¥7,428 ¥743 ¥1,486 ¥2,229

10割 1割負担分 2割負担分 3割負担分 10割 1割負担分 2割負担分 3割負担分

要介護１ 1日につき 655 ¥7,021 ¥703 ¥1,405 ¥2,107 676 ¥7,246 ¥725 ¥1,450 ¥2,174

要介護２ 1日につき 773 ¥8,286 ¥829 ¥1,658 ¥2,486 798 ¥8,554 ¥856 ¥1,711 ¥2,567

要介護３ 1日につき 893 ¥9,572 ¥958 ¥1,915 ¥2,872 922 ¥9,883 ¥989 ¥1,977 ¥2,965

要介護４ 1日につき 1,010 ¥10,827 ¥1,083 ¥2,166 ¥3,249 1,045 ¥11,202 ¥1,121 ¥2,241 ¥3,361

要介護５ 1日につき 1,130 ¥12,113 ¥1,212 ¥2,423 ¥3,634 1,168 ¥12,520 ¥1,252 ¥2,504 ¥3,756

10割 1割負担分 2割負担分 3割負担分

要介護１ 1日につき 750 ¥8,040 ¥804 ¥1,608 ¥2,412

要介護２ 1日につき 887 ¥9,508 ¥951 ¥1,902 ¥2,853

要介護３ 1日につき 1,028 ¥11,020 ¥1,102 ¥2,204 ¥3,306

要介護４ 1日につき 1,168 ¥12,520 ¥1,252 ¥2,504 ¥3,756

要介護５ 1日につき 1,308 ¥14,021 ¥1,403 ¥2,805 ¥4,207

【その他加算】

１回につき +6

１日につき +56

月2回限度 ∔150

１日につき ＋60

片道につき －47

【介護保険給付対象外サービスの利用料】

2022年10月1日施行

地域密着型 単位数

3時間以上4時間未満

単位数

4時間以上5時間未満

利用料 利用料

地域密着型 単位数

5時間以上6時間未満

単位数

6時間以上7時間未満

利用料 利用料

地域密着型 単位数

7時間以上8時間未満

利用料

内　容 単位数
利用料

10割 1割負担分 2割負担分 3割負担分

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ¥600 ¥60 ¥120 ¥180

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ¥64 ¥7 ¥13 ¥20

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
キャリアパス要件又は定量的要件を満たす対象事

業所
介護報酬総単位数×5.9％
※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×
10.72

口腔機能向上加算（Ⅰ） ¥1,608 ¥161 ¥322 ¥483

若年性認知症利用者受入加算 ¥643 ¥65 ¥129 ¥193

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）
※基本サービス費+各種加算・減算の単位数

要件 処遇改善加算の単位数 利用料（10割分）

事業所が送迎を行わない場合の
減算 ¥-503 ¥-51 ¥-101 ¥-151

通常の実施地域を越える交通費 徴収なし

　　記録等複写サービス 複写1枚につき　　10円

当日キャンセルされた場合 予定の食費とおやつ代相当分の金額

自主デイサービス 1時間当たり　1000　円　　　（月～金/9:00～16:15　　　　　土日祝、12/29～1/3除く)

自主デイサービス（時間外） 1時間当たり　1500　円　　　（上記時間以外）

介護職員ベースアップ等支援加算 介護報酬総単位数×1.1％
※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×
10.72

　　その他日常生活費 利用者の希望による教養娯楽費用　　実費       （行事や趣味活動による材料費等）

おやつ代 1食　　　１00　円

おむつ代 1組　　　100　円

昼食代 1食　　　830　円

法定代理受領の場合は下記金額の１割、２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）

【規模区分】

【規模区分】

【規模区分】【規模区分】【規模区分】 ※感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の
減少が一定以上生じている場合の対応について。

2021年4月の介護報酬改定により、上記の場合、
一定期間（基本的には3カ月間）基本料金に3％
上乗せして請求する。


